
三重県立熊野少年自然の家のご利用について	 

三重県立熊野少年自然の家については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止

の措置として、６月１日から６月 20 日までの利用条件を下記のとおりとします。	 

	 ご利用の際は、これまで以上に基本的な感染防止対策（3 密回避、手洗い、ソ

ーシャルディスタンスの確保、マスク着用（スポーツをするときを除く））等へ

の留意・徹底をお願いします。	 	 	 	 	 	 	 	 

なお、この内容については、今後の感染状況により変更する場合がございます。	 

（共通事項）	 	 	 	 	 	 	 	 	 

1	 三密（密閉・密集・密接）回避を徹底していただきます。	 	 	 

2	 利用者には利用前に名簿を提出していただきます。	 	 	 

3	 入所者はマスクを着用して下さい。また、入所時には検温を行います。発

熱や咳等の風邪症状がみられる方の来館はお控えください。	 	 	 

4	 手洗いの徹底をお願いします。また、館内の各入り口にアルコール消毒液

を設置していますので、ご利用ください。	 	 	 	 	 	 

5	 利用時間の厳守を徹底していただきます。（利用時間は後片付けを含んだ

時間です）	 	 	 	 	 	 	 	 

6	 屋内では定期的に窓を開けるなど充分な換気対策をお願いいたします。	 	 

７	 施設を利用される際、大声での発声、歌唱や声援、近接した距離での会話

等はお控えください。	 

8	 感染防止のため、利用人数を制限させていただく場合があります。	 	 

9	 人と人との充分な間隔（できるだけ 2ｍを目安に）をおとりください。	 	 

10	 新型コロナウィルス接触確認アプリ『COCOA』を是非ご活用ください。	 	 



（利用者が、新型コロナウィルス感染症の陽性者と接触した可能性をいち早く

知ることで、感染拡大の防止につながることが期待出来ます。）	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

11	 県外にお住いの皆様へ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されている都道府県、及び飲

食店等への営業時間短縮等の要請がなされているエリアにお住いの方に	 

ついては、来館を当面お控えいただくとともに、生活の維持に必要な場合を

除き、三重県への移動の自粛についてご協力をお願いします。	 

また、その他の地域にお住いの方の都道府県の移動に関する方針にご留意	 

いただくとともに、「新しい生活様式」を心掛けた行動をお願いします。	 

	 本件で確認された感染者の感染経路は、多くが県外に由来することから、	 

帰省等をご検討されている感染者が急増しているエリアにお住まいや	 

お勤めの方は、三重県の方針をふまえて慎重にご検討いただきますよう	 

ご協力をお願いいたします。	 	 	 	 	 	 

	 	 	 

12	 イベントに参加する際は、原則マスクを着用し、「新しい生活様式」に	 

基づく行動を徹底する他、入場退場、休息時間や待合場所を含め「三つの｛密｝」

の環境を避け、その環境での交流等を控えてください。	 	 	 	 

13	 イベント参加に対し、マスクの着用や「新しい生活様式」に基づく行動を

促すほか、受付時に検温を実施し、発熱等の症状がある方は参加を控えて	 

いただくようにしてください。	 	 	 	 	 	 	 

14	 上記以外にも「三重県指針」等に基づき独自に作成している感染防止対策

マニュアル等を遵守し、感染防止対策を徹底していただきます。	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

〇体育室【屋内】	 

・利用者数は１団体 20 人までとします。（利用時間ごとに１団体）	 

	 利用時間	 （９:００～２０:００）	 

（学校の集団宿泊研修はこの限りではありません）	 

	 	 ・部屋を広く使い、お互いの距離を保ってください。（２メートル以上）	 



	 	 ・６月 20 日までの新規予約は受け付けることができません。	 	 

	 	 すでに予約済みの貸室についてご利用いただく場合は、これまで以上に基本	 

	 	 的感染対策にご留意ください。	 

〇研修室【屋内】	 

貸室について	 

・利用者数は１団体 50 人までとします。ただし、利用団体が利用終了後、次の	 

	 団体利用まで１時間の換気時間等の間を置くこととする。	 	 

利用時間	 （９:００～２０:００）	 	 

・６月 20 日までの新規予約は受け付けることができません。	 

	 すでに予約済みの貸室についてご利用いただく場合は、これまで以上に基本的	 

	 感染対策にご留意ください。	 

〇野外炊事場【屋外】	 

身体的距離の確保などこれまで以上に基本的感染対策にご留意いただき	 

ご利用ください。	 

・利用者数は１団体６０人までとします。(利用団体最大 2 団体まで)	 

	 利用時間	 （９:００～２０:００）	 

（学校の集団宿泊研修はこの限りではありません）	 

・食器は持参するか、紙容器でご対応ください。また、着火剤は各自でご用意	 

	 ください。	 

・ごみ(BBQ 用網等）は必ず全てお持ち帰りください。	 	 	 	 	 

・包丁、まな板等は洗った後、机の上に置いてお帰りください。	 	 	 

・飲酒、たばこは厳禁となっています。（たばこは所定の場所でお願いします）	 

・６月 20 日までの新規予約は受け付けることができません。	 

	 すでに予約済みの貸室についてご利用いただく場合は、これまで以上に基本的	 

	 感染対策にご留意ください。	 

	 


